
大会・講演会等における手話通訳者・要約筆記者派遣の手引き 

◆派遣依頼申請の流れ(手話通訳・要約筆記共通) 

１）行事の日程が決まった段階で、早めにお知らせください。 

２）手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第１号)に必要事項をご記入の上、

概要が分かるもの(募集チラシ、開催要項等)を添えて、*メール、FAX、

郵送にて、できるだけ早めにお申し込みください。 

申請書が届きましたら、手話通訳者・要約筆記者の手配を開始します。 

申請書は*山口県聴覚障害者情報センターホームページからダウンロードできます。 

手話通訳者、要約筆記者の両方を派遣申請される場合は、お手数ですが、

手話通訳者用、要約筆記者用を別にして、お申し込みください。 

複数日の派遣申請をされる場合は、申請書を日ごとに分けてお申し込み

ください。 

見積書が必要な場合は、お申し出ください。 

*メールアドレス  haken33@c-able.ne.jp 

*http://www.c-able.ne.jp/~lookym33/houjinn/hakennshinnseisyo01.pdf 

３）担当する手話通訳者・要約筆記者が決まりましたら、手話通訳者・要約筆

記者派遣申請回答書を、FAX にて、お送りします。なお、事前にご用意

いただける資料(進行シナリオ、会場配置図、配布資料等)がありましたら、

お送りくださいますようお願いします。終了後は、適正に処理いたします。 

聞き取りやすい環境整備をお願いします。 

例 手話通訳者・要約筆記者用モニタースピーカー 

聴覚障害者が手話通訳・要約筆記を見やすい環境整備をお願いします。 

例 話者と手話通訳・要約筆記をなるべく近くに配置する等 

４）キャンセル 

手話通訳者・要約筆記者派遣申請回答書をお送りした後、派遣申請を取り

消される場合は、通訳者人数に応じた取り消し料を申し受けます。 

５）当日 

事前にいただいた資料等の変更、修正等がありましたら、通訳者にお伝え

ください。また、音響、手話通訳者の位置、要約筆記のスクリーン位置等

の最終確認をします。 

手話通訳者・要約筆記者には、守秘義務が課されております。情報は厳重

に取り扱わせていただきます。 

終了後、当日、配布された資料については、即日返却いたします。事前に

いただいた資料につきましては、こちらで適正に処理いたします。 

６）終了後 

翌月初旬に請求書をお送りしますので、指定口座へお振り込みをお願いい

たします。なお、手数料につきましては、ご負担いただきますようお願い

いたします。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣費用 (１人あたり) 派遣人数目安 ３～４人(内容により変動します) 

要約筆記  初めの 1 時間    3,000 円（コーディネート料を含む） 

１時間を超えた場合 30 分毎に 1,000 円を加算 

＊打ち合わせ・準備時間 通常 60 分 

別途交通費（実費） 

プロジェクター、スクリーンをご用意ください。 

(社福)山口県聴覚障害者福祉協会 
〒747-1221 山口市鋳銭司 2364-１  

TEL 083-985-0611  FAX 083-985-0613 

http://www.c-able.ne.jp/~lookym33/ 

E-mail  haken33@c-able.ne.jp 

 手話を知らない中途失聴や難聴の方に、要約

筆記者が話し手のことばを、要約しながらその

場で筆記していく方法です。 

 要約筆記には、パソコンによるもの・ＯＨC に

よるもの・ノートテイク等の方法があります。 

要約筆記とは 

手話通訳とは 

 手話は、手話を日常のコミュニケーション手段と

する聴覚障害者の第一言語（母語）です。外国人が、

日本語で話された内容を理解するために、外国語通

訳が必要なように、手話を第一言語とする聴覚障害

者にとっては、手話通訳が不可欠です。 

派遣費用 (１人あたり) 派遣人数目安 ２～３人(内容により変動します) 

手話通訳  初めの 1 時間    4,000 円（コーディネート料を含む） 

１時間を超えた場合 30 分毎に 1,500 円を加算 

＊打ち合わせ・準備時間 通常 30 分 

別途交通費 


